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いわての森林づくり県民税（仮称）（素案） 

 
項 目            内     容 

目 的 すべての県民が享受している水源かん養、県土の保全等の森林の公益的機能を維

持、増進し、良好な状態で次の世代に引き継ぐため、県民の理解と協力の下に、森

林環境の保全及び森林を守り育てる意識の醸成に関する施策を実施する。 

課税方式 県民税均等割の超過課税 

納税義務者 ○個人：１月１日現在で県内に住所等を有する者 
○法人：県内に事務所等を有する法人等 

税 率 ○個人：年 1,000円（現行の個人県民税均等割額年 1,000円に 1,000円を加算） 
○法人：下表加算額欄の額（現行の法人県民税均等割額の 10％相当額を加算） 

   資本等の金額の区分 現行の均等割額   加算額 

50億円超 年額 800,000円 80,000円 
10億円超～50億円以下 年額 540,000円  54,000円 
１ 億円超～10億円以下 年額 130,000円  13,000円 
１千万円超～１億円以下 年額  50,000円   5,000円 
１千万円以下 年額  20,000円   2,000円  

徴収方法       （個人の場合）         （法人の場合） 
   
 

特別徴収      普通徴収 
                             
 
                       納付               申告納付 
    納入             払込 

税収規模  約 7億円程度（平年度ベース試算値） 

使 途  6ページのとおり。 

税収の管理  新たに基金を設置して積み立て、基金の目的であるいわての森林づくりに支出す

る。 

実施期間  5 年間（施策の効果を検証するとともに、社会経済情勢や財政需要の変化を勘案
し、見直しを行う。） 

給与所得者 事業所得者等 法 人 

雇 用 主 

市 町 村 
県 




